
子育て応援パスポート広報及び特別企画業務 

公募型企画プロポーザル募集要領  

  

１ 業務の目的  

県が運用する子育て応援パスポート（ファミたんカード）公式 Instagram を活用した子

育て応援パスポート協賛店等の広報及び特別企画を実施することにより、子育て応援パス

ポート制度の概要並びに協賛店情報を県民に広く周知し、認知度向上・利用促進を狙う。 

 

２ 事業内容  

（１）業務内容   

別紙「子育て応援パスポート広報及び特別企画業務に係る企画プロポーザル提案用仕

様書」のとおり。  

（２）委託業務期間  

契約締結日から令和９年３月３１日までの期間  

（３）委託費の上限  

     １２，２３８，４３５円（消費税及び地方消費税込み）  

  

３ プロポーザル参加の条件  

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げている条件を全て満たしているものとする。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。  

（２）募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資 

格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。  

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをした 

者若しくはなされた者（同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開始の決定を受け

た者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始

の申立てをした者若しくはなされた者（同法第 33 条第 1 項に規定する再生手続き開

始の決定を受けた者を除く。）でないこと。  

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2条 

第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる

者でないこと。  

ア 役員等（企画提案者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与して

いる者を、企画提案者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を

締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年

法律第 77 号）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

と認められる者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 



（５）都道府県税を滞納している者でないこと。  

（６）消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。  

  

４ 主なスケジュール  

  項 目  日 程  

公募開始  令和８年４月 １日（水） 

質問受付  令和８年４月 ８日（水）１７時まで 

質問回答  令和８年４月１３日（月）１７時まで 

プロポーザル参加表明期限  令和８年４月１７日（金）１７時まで（必着）  

企画提案書提出期限  令和８年４月３０日（木）１２時まで（必着）  

書面審査  令和８年５月 １日（金）～５月１１日（月） 

審査結果通知  令和８年５月１２日（火）（予定） 

契約締結  令和８年５月下旬 

  

５ 募集要領等の入手方法  

募集要領及び質問書等の様式については、県こども・青少年政策課のホームページから

ダウンロードして入手すること。  

   なお、県こども・青少年政策課の窓口又は郵送等での配布は行いません。  

  

６ 質問等の受付  

質問については、以下により受け付けます。  

（１）受付期間  

「４ 主なスケジュール」のとおり  

（２）提出方法  

質問書(第 1号様式)により､県こども・青少年政策課宛に電子メールで提出してくださ

い｡ 

なお、送信件名は「【質問】子育て応援パスポート広報及び特別企画業務」とし、事前

に送付する旨を電話にてお知らせください。なお、電話による質問の受付は行いませ

ん。  

（３）回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除

き、県こども・青少年政策課のホームページに掲載します。（個別の回答は行いませ

ん。）  

なお、質問に対する回答については「４ 主なスケジュール」のとおり行います。  

  

７ 参加表明書の提出  

参加表明については、以下により受け付けます。プロポーザルに参加する意思のある者

は、参加表明書（第 2号様式）を提出してください。  

なお、この提出がない者の企画提案は受け付けません。  

（１）提出期限  

「４ 主なスケジュール」のとおり  

（２）提出方法  



参加表明書（第２号様式）により、県こども・青少年政策課に電子メールにより提

出してください。送信件名は「【参加表明書】子育て応援パスポート広報及び特別企画

業務」とし、電子メール送付後、電話にて送付した旨お知らせください。  

（３）提出先  

「13 問合せ先及び提出先」のとおり  

  

８ 企画提案書等の提出 

企画提案書については、以下により受け付けます。プロポーザルに参加する意思のある

者は、「７ 参加表明書の提出」による手続きを行った上で、企画提案書等を提出してくだ

さい。  

（１）提出期限  

「４ 主なスケジュール」のとおり  

（２）提出方法      

郵送または持参とします。  

    ※提出期限までに到着しない場合、特に瑕疵を伴わない事情を除き、受け付けません。  

（３）企画提案書等  

ア 企画提案書及び工程表(様式任意｡ただし､日本工業規格 A4 版とする)なお、その

枚数は表紙を除き 20 ページ以内にすること。  

イ 事業経費積算書(様式任意｡ただし、日本工業規格 A4 判とします｡)  

ウ その他企画提案を説明するのに必要な書類 

エ 会社概要(第 3号様式)  

オ 業務実施体制書(第 4号様式)  

カ 担当者経歴書(第 5号様式)  

キ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明･確約に関する同意書(第 6号様式)  

（４）提出部数  

ア～カ 7 部(正本 1部､副本 6部) ／キ 1 部(正本 1部)  

 

９ 企画提案書等の提出に際しての留意事項  

（１）企画提案書の失格又は無効となる場合  

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となります。  

ア 募集要領等で示す条件に違反した企画提案書     

イ 虚偽の内容が記載されている企画提案書  

ウ 審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を直接的又は間接的に求

めた者が提出した企画提案書  

（２）複数提案及び再提出の禁止  

プロポーザル参加者は、複数の提案書の提出及び再提出を行うことはできません。  

（３）辞退  

提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出してください。  

（４）費用負担  

プロポーザルに要する経費等は、参加者の負担とします。  

（５）その他 

ア 参加表明書の提出をもって、本実施要領の記載内容を承諾したものとみなしま

す。  



イ 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資 

料の提出を求めることがあります。  

ウ 提出された企画提案書等は、返却しません。  

エ 提出後における企画提案書等の内容変更、差替え又は再提出は認めません。  

オ 提出された企画提案書等は、福島県情報公開条例（平成１２年条例第５号）に 

基づく情報公開請求の対象となります。  

  

10 審査 

業務委託予定者の選定は、別途設置する「子育て応援パスポート広報及び特別企画業務

委託先選定委員会」（以下、選定委員会という。）が行います。選定委員会は、提案書等を

書面審査し、これを総合的に評価し、業務委託予定者（随意契約の予定者）を選定しま

す。  

なお、本プロポーザルは説明会を実施しないため、本募集要領や仕様書を確認のうえ参

加すること。（審査基準は下記参照） 

（１）審査基準 

審査項目  評価の視点  配点  

業務  30 点  

遂行

能力

等  

業務体制  
・業務を実施する上で十分な体制であるか。また、適切

な資格・技能・経験を持った人員が配置されているか。 
10 点 

スケジュール  
・円滑かつ効果的に実施できるスケジュールであるか  

・進行管理体制は適切か 
10 点 

業務実績  
・本業務と類似の業務の受注実績や特筆すべき業務があ

るか  
10 点 

企画  70 点  

提案

内容  

実施方針  

（業務理解）  
・本事業の目的や業務内容を理解しているか。  10 点 

企画提案  

（企画性①）  

・提案のあった企画内容は、本事業の目的である子育て

応援パスポートの認知度向上・利用促進に十分な効果

があるか。  

・目標数値達成に向け、効果的手法がとられているか。 

20 点 

企画提案  

（企画性②）  

・Instagram 広報に関して、主なターゲット層である 20

代～40 代の子育て世代に対し、訴求力のある内容とな

っているか。 

15 点 

企画提案  

（企画性③）  

・Instagram 広報に関して、効果分析方法は十分な検証

が見込めるか 
10 点 

企画提案  

（企画性④） 

・特別企画に関して、本企画を契機とした新規協賛店

獲得や利用者の企画参加についても効果的な提案が

なされているか。 

10 点 

事務経費  ・業務経費は適正であるか。  5 点 

合計                               100 点 

（２）評価方法 

審査項目毎に評価点を付す。 

（３）評価点の算出方法  



評価する審査員の評価点の合計点数 

 

11 審査結果通知 

審査結果は、全てのプロポーザル参加者へ通知するとともに、県こども・青少年政策課

のホームページへ掲載します。  

  

12 契約の締結等  

（１）仕様協議  

選定した契約候補者と県が協議し､委託契約に係る仕様を確定した上で契約を締結し

ます｡仕様書の内容は契約候補者が提案した内容を基本としますが､提案内容のとおり

に反映されない場合もあります｡  

また、契約後の企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行

が困難又は合理的でないときは、契約金額の減額、損害賠償の請求、契約の解除、違

約金の請求の対象となります。  

（２）契約金額の決定  

協議結果に基づき仕様書を作成し､これに基づき改めて見積書を徴取し決定します｡

なお､見積金額は上限価格を超えないものとします｡  

（３）その他  

業務委託予定者と県との間で行う協議が整わない場合、又は業務委託予定者が契約 

を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった参加者と協議します。  

 

13 問合せ先及び提出先  

〒960-8670 福島市杉妻町 2-16 （西庁舎６階） 

福島県こども未来局こども・青少年政策課（担当：渡部） 

電 話:024-521-7198      

E-mail: kodomoseisaku@pref.fukushima.lg.jp 


